
1 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の撞化に関する法律案の概蔓 I 

我が国の大学の国際競争力の強化及びイノベー ションの創出の促進を図るためには、国際的に卓越した研究の
展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学について研究及び研究成果
の活用のための体制を強化することが重要であることに鑑み、当該体制の強化の推進に関する基本方針の作成、
国際卓越研究大学の認定、国際卓越研究大学の研究等の体制の強化のための事業の実施に関する計画の
認可、当該事業に関する国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)による助成等について定める。

わらず、世界と伍する研究大学となる
認定し、大学ファンドによる助成等、

文部科学省

科学技術・
学術審議会

基本方針の策定

内閣府

1. 基本方針の策定等【第2条、第3条関係】

0国際卓越研究大学の認定、計画の認可、JSTの助成等
に関する基本方針を文部科学大臣が策定。

0国は、研究者の自主性の尊重その他の大学における
教育研究の特性に配慮。

2. 国際卓越研究大学の認定【第4条関係】

0以下の①、②に関して一定の基準を満たす大学を、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化を
もたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学（国際卓越研究大学）として文部科学大臣が認定。
①研究及び研究成果の活用の実績・体制
2効果的な資源配分等を行う逼営体制、研究と管理逼営の業務の役割分担等の業務執行体制、財政基盤

計
画
申
請

認
定

二
国
際
卓
越
研
究
大
学
申
請

科学技術
振興機構

(JST) 

助成

国際卓越研究大学

3. 計画の認可•JSTの助成等【第5条～第8条関係】

0国際卓越研究大学の①研究等の体制強化の目標、②目標を達成するための事業内容、③資金の額
及び調達方法等を記載した計画を文部科学大臣が認可。
・ 事業の内容：研究環境の整備充実、若年研究者の育成、国際的に卓越した能力を有する研究者等の確保、

研究成果活用のための技術者等の育成、研究成果活用のための環境の整備充実
0JSTは基本方針に即して文部科学大臣の認可を受けて実施方針を定め、②に関し助成。

4. 報告の徴収等及び認定・認可の取消し【第4条、第9条～第11条関係】

0文部科学大臣による認可計画の実施状況に関する報告の徴収等。
0認定・認可基準を満たさなくなったとき等には文部科学大臣による認定の取消し 、計画認可の取消し。

5. 附則（関係法令の一部改正等）

0国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学
について、大学の経営に係る重要事項の決定及び実施に、多様な専門的知見を有する者の参画が得られる
ようにするため検討を行い、特に国立大学法人の経営管理体制の改革を早急に進める。

0 3. の助成に係るJSTの業務の範囲の追加。 等

※基本方針の策定、国際卓越研究大学の認定、計画の認可、助成の実施方針の認可等に当たっては、
総合科学技術・イノベー ション会議{CSTI)からの意見聴取等を行う。

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案要

綱 

 

第一 目的 

 この法律は、我が国の大学の国際競争力の強化及びイノベーションの創出の促進を図

るためには、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活

用が相当程度見込まれる大学について研究及び研究成果の活用のための体制を強化する

ことが重要であることに鑑み、当該体制の強化の推進に関する基本的な方針の作成、国

際卓越研究大学（第四の五に規定する国際卓越研究大学をいう。）の認定、国際卓越研究

大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化を目的とする事業の実施に関する計

画の認可、当該事業に関する国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」とい

う。）による助成等について定め、もって科学技術の水準の向上並びに学術及び社会の発

展に寄与することを目的とすること。                （第一条関係） 

 

第二 大学における教育及び研究の特性への配慮 

  国は、この法律の運用に当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における教

育及び研究の特性に常に配慮しなければならないものとすること。   （第二条関係） 

 

第三 基本方針 

一 文部科学大臣は、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究

成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化

の推進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとすること。 

（第三条第一項関係） 

二 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとすること。  （第三条第二項関係） 

１ 国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相

当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義

及び目標に関する事項 

２ 第四の一の国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果

の活用が相当程度見込まれる大学であることの認定に関する基本的な事項 

３ 第五の一に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化計画についての認可に関す

る基本的な事項 

４ 第七に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成に関し、機構が遵守すべき

基本的な事項 

５ 科学技術の振興及びイノベーションの創出の促進に関する施策その他の関連する

施策との連携に関する基本的な事項 

６ その他国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活

用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進

に関する重要事項 



三 基本方針は、科学技術・イノベーション基本計画との調和が保たれたものでなけれ

ばならないものとすること。                （第三条第三項関係） 

四 文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の

長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければな

らないものとすること。                  （第三条第四項関係） 

五 文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、当該基本方針を公表しな

ければならないものとすること。              （第三条第五項関係） 

 

第四 国際卓越研究大学の認定 

一 大学の設置者は、申請により、当該大学が国際的に卓越した研究の展開及び経済社

会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれるものであることの文部科学

大臣の認定を受けることができるものとすること。      （第四条第一項関係） 

二 一の認定を受けようとする大学の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申請書に、三の１から７までのいずれにも該当しているこ

とを証する書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならないものとすること。 

（第四条第二項関係） 

１ 認定を受けようとする大学の設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

２ 認定を受けようとする大学の名称及び所在地 

３ その他文部科学省令で定める事項 

三 文部科学大臣は、一の認定の申請があった場合において、その申請に係る大学が次

の１から７までのいずれにも該当していると認めるときは、その認定をするものとす

ること。                         （第四条第三項関係） 

１ 国際的に卓越した研究の実績として文部科学省令で定めるものを有しているこ

と。 

２ 経済社会に変化をもたらす研究成果の活用の実績として文部科学省令で定めるも

のを有していること。 

３ 先端的、学際的又は総合的な研究の実施に係る教員組織及び研究環境が整備され

ていることその他研究の体制が国際的に卓越した研究を展開するために必要なもの

として文部科学省令で定める基準に適合していること。 

４ 大学の研究成果の提供を受けて当該成果を実用化しようとする民間事業者との連

携協力のための体制が確保されていることその他研究成果の活用の体制が研究成果

の経済社会における活用を促進するために必要なものとして文部科学省令で定める

基準に適合していること。 

５ 国内外の先端的な研究及び研究成果を活用した新たな事業の創出の動向、社会の

要請その他の大学を取り巻く状況を踏まえて研究及び研究成果の活用に必要な資金

及び人材の確保及び配分並びに知的財産権の取得及び活用を行う体制が構築されて

いることその他運営体制が研究及び研究成果の活用を計画的に推進するために必要

なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。 



６ 研究に関する業務の執行と管理運営に関する業務の執行との役割分担が適切に行

われていることその他業務執行体制が研究及び研究成果の活用を組織的に推進する

ために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。 

７ 国際的に卓越した研究及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用を持続的に

発展させるために必要な財政基盤として文部科学省令で定めるものを有しているこ

と。 

四 文部科学大臣は、一の認定をしようとするときは、総合科学技術・イノベーション

会議及び科学技術・学術審議会の意見を聴かなければならないものとすること。 

（第四条第四項関係） 

五 文部科学大臣は、一の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた大学（以下

「国際卓越研究大学」という。）の名称その他文部科学省令で定める事項を公表しなけ

ればならないものとすること。               （第四条第五項関係） 

六 文部科学大臣は、国際卓越研究大学が三の１から７までのいずれかに該当しなくな

ったと認めるときは、一の認定を取り消すことができるものとすること。 

（第四条第六項関係） 

七 四及び五の規定は、六の規定による認定の取消しについて準用するものとするこ

と。                           （第四条第七項関係） 

 

第五 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可等 

一 国際卓越研究大学の設置者は、当該国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用の

ための体制の強化を目的とする二の２のイからホまでに掲げる事業の実施に関する計

画（以下「国際卓越研究大学研究等体制強化計画」という。）を作成し、文部科学省令

で定めるところにより、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができるも

のとすること。                      （第五条第一項関係） 

二 国際卓越研究大学研究等体制強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければなら

ないものとすること。                   （第五条第二項関係） 

１ 研究及び研究成果の活用のための体制の強化の目標 

２ １の目標を達成するために行う次に掲げる事業の内容、実施方法及び実施時期 

イ 国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実 

ロ 優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動 

ハ 国際的に卓越した能力を有する研究者及び研究の支援又は研究成果の活用のた

めに必要な技術者その他の文部科学省令で定める人材（以下「技術者等」とい

う。）の確保 

ニ 技術者等の育成に資する活動 

ホ 研究成果の活用のために必要な事業を行うための環境の整備充実 

３ ２のイからホまでに掲げる事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方

法 

４ その他文部科学省令で定める事項 



三 文部科学大臣は、一の認可の申請があった場合において、その申請に係る国際卓越

研究大学研究等体制強化計画が次の１から３までのいずれにも該当するものであると

認めるときは、その認可をするものとすること。       （第五条第三項関係） 

１ 基本方針に適合するものであること。 

２ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

３ 当該国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に資するも

のであること。 

四 文部科学大臣は、一の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協

議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会の意

見を聴かなければならないものとすること。         （第五条第四項関係） 

五 文部科学大臣は、一の認可をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当

該認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画の概要を公表しなければならない

ものとすること。                     （第五条第五項関係） 

六 一の認可を受けた国際卓越研究大学の設置者（以下「認可設置者」という。）は、当

該認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画を変更しようとするときは、文部

科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならないものと

すること。                        （第五条第六項関係） 

七 三から五までの規定は、六の規定による変更の認可について準用するものとするこ

と。                           （第五条第七項関係） 

八 認可設置者は、一の認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画（六の規定に

よる変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下「認可計画」という。）に従

い、二の２のイからホまでに掲げる事業を実施しなければならないものとすること。 

（第五条第八項関係） 

 

第六 機構の業務の特例 

機構は、次に掲げる業務を行うことができるものとすること。    （第六条関係） 

１ 認可設置者が設置する国際卓越研究大学に対し、第五の二の２のハからホまでに

掲げる事業に関する助成を行うこと。 

２ １に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

第七 機構の助成 

機構は、認可設置者が設置する国際卓越研究大学に対し、第八の一に規定する実施方

針に従って、認可計画に記載された第五の二の２のイからホまでに掲げる事業に関する

助成（以下「国際卓越研究大学研究等体制強化助成」という。）を行わなければならない

ものとすること。                         （第七条関係） 

 

第八 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に関する方針 

一 機構は、基本方針に即して、文部科学省令で定めるところにより、国際卓越研究大



学研究等体制強化助成の実施方法及び実施条件その他の国際卓越研究大学研究等体制

強化助成の実施に必要な事項に関する方針（以下「実施方針」という。）を定め、文部

科学大臣の認可を受けなければならないものとすること。実施方針を変更しようとす

るときも、同様とすること。                （第八条第一項関係） 

二 文部科学大臣は、一の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協

議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない

ものとすること。                     （第八条第二項関係） 

三 機構は、一の認可を受けたときは、その実施方針を公表しなければならないものと

すること。                        （第八条第三項関係） 

 

第九 定期報告 

認可設置者は、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、認可計画の実施状況

について、文部科学大臣に報告しなければならないものとすること。  （第九条関係） 

 

第十 報告又は資料の提出 

文部科学大臣は、認可計画の円滑かつ確実な実施を確保するため必要があると認める

ときは、認可設置者に対し、認可計画の実施状況に関し、報告又は資料の提出を求める

ことができるものとすること。                   （第十条関係） 

 

第十一 認可計画の認可の取消し 

一 文部科学大臣は、認可設置者が次の１から５までのいずれかに該当するときは、第

五の一の認可を取り消すことができるものとすること。   （第十一条第一項関係） 

１ 認可計画が第五の三の１から３までのいずれかに該当しなくなったと認めると

き。 

２ 第五の六の規定による認可を受けないで認可計画を変更したとき。 

３ 認可計画に従って第五の二の２のイからホまでに掲げる事業を実施していないと

認めるとき。 

４ 第九の規定に違反したとき。 

５ 第十の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料

の提出をしたとき。 

二 第五の四の規定は、一の規定による認可の取消しについて準用するものとするこ

と。                          （第十一条第二項関係） 

三 文部科学大臣は、一の規定による認可の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を

公表しなければならないものとすること。         （第十一条第三項関係） 

 

第十二 国の援助 

国は、認可設置者に対し、認可計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の

援助を行うものとすること。                   （第十二条関係） 



 

第十三 附則 

 一 施行期日 

   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行するものとすること。ただし、二の規定は、公布の日から施行するものとす

ること。                          （附則第一条関係） 

 二 準備行為 

   文部科学大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日前においても、関

係行政機関の長に協議し、及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴くこと

ができるものとすること。                  （附則第二条関係） 

 三 検討 

   政府は、我が国の大学の国際競争力の強化及びイノベーションの創出を推進するた

めには、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用

が相当程度見込まれる大学について、研究及び研究成果の活用のための体制を強化す

ることに加え、研究及び研究成果の活用をより効率的かつ持続的に推進することがで

きるように大学の経営管理体制の強化を図ることが重要であることに鑑み、教育及び

研究に必要な資金、人材等の資源の確保及び配分その他の大学の経営に係る重要事項

の決定及び実施に多様な専門的知見を有する者の参画を得られるようにするため、大

学を設置する法人の機関の権限や構成の在り方、人材の確保の方策等について検討を

行い、その結果に基づき法制上の措置その他の必要な措置を講じ、特に科学技術・イ

ノベーション創出の活性化に関する法律第四十九条の趣旨を踏まえて国立大学法人の

経営管理体制に係る改革を早急に進めるものとすること。    （附則第三条関係） 

 四 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正 

   機構は、第六に規定する業務を行うものとするとともに、国際卓越研究大学研究等

体制強化助成の業務を行うに当たっては、実施方針に従って、大学に対し、国際的に

卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び

活躍の推進に資する活動に関する助成を行う業務と、第六の１に規定する業務を一体

的に実施しなければならないものとすること。         （附則第四条関係） 

 五 その他 

   地方税法及び文部科学省設置法について、所要の規定の整備を行うこと。 

（附則第五条及び第六条関係） 
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国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
の
大
学
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
い
う
。
第
三
条

第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
に
は
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化

を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
大
学
に
つ
い
て
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
を
強

化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
体
制
の
強
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
作
成
、
国
際
卓
越
研
究

大
学
（
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
定
、
国
際
卓
越

研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
を
目
的
と
す
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
認
可
、
当

該
事
業
に
関
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
助
成
等
に
つ
い
て
定

め
、
も
っ
て
科
学
技
術
の
水
準
の
向
上
並
び
に
学
術
及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
大
学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
特
性
へ
の
配
慮
） 

第
二
条 

国
は
、
こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
研
究
者
の
自
主
性
の
尊
重
そ
の
他
の
大
学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
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特
性
に
常
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 
文
部
科
学
大
臣
は
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
が
相

当
程
度
見
込
ま
れ
る
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下

「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
大

学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
の
推
進
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項 

二 

次
条
第
一
項
の
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
が
相
当
程
度

見
込
ま
れ
る
大
学
で
あ
る
こ
と
の
認
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

三 

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
に
つ
い
て
の
同
項
の
認
可
に
関
す
る
基
本
的

な
事
項 

四 

第
七
条
に
規
定
す
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
助
成
に
関
し
、
機
構
が
遵
守
す
べ
き
基
本
的
な
事
項 
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五 

科
学
技
術
の
振
興
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
す
る
施
策
と
の
連
携
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項 

六 

そ
の
他
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
が
相
当
程
度
見
込
ま

れ
る
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項 

３ 

基
本
方
針
は
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基

本
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も

に
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
基
本
方
針
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
認
定
） 

第
四
条 

大
学
の
設
置
者
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
大
学
が
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た

ら
す
研
究
成
果
の
活
用
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
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記
載
し
た
申
請
書
に
、
次
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
の
設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

二 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
の
名
称
及
び
所
在
地 

三 

そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
大
学
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
実
績
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
の
実
績
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
て
い
る
こ

と
。 

三 

先
端
的
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
研
究
の
実
施
に
係
る
教
員
組
織
及
び
研
究
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
研

究
の
体
制
が
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
を
展
開
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
。 



- 5 - 

 

四 

大
学
の
研
究
成
果
の
提
供
を
受
け
て
当
該
成
果
を
実
用
化
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者
と
の
連
携
協
力
の
た
め
の
体
制

が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
研
究
成
果
の
活
用
の
体
制
が
研
究
成
果
の
経
済
社
会
に
お
け
る
活
用
を
促
進
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

五 

国
内
外
の
先
端
的
な
研
究
及
び
研
究
成
果
を
活
用
し
た
新
た
な
事
業
の
創
出
の
動
向
、
社
会
の
要
請
そ
の
他
の
大
学
を

取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
て
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
に
必
要
な
資
金
及
び
人
材
の
確
保
及
び
配
分
並
び
に
知
的
財
産

権
の
取
得
及
び
活
用
を
行
う
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
運
営
体
制
が
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
を
計
画
的

に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

六 

研
究
に
関
す
る
業
務
の
執
行
と
管
理
運
営
に
関
す
る
業
務
の
執
行
と
の
役
割
分
担
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の

他
業
務
執
行
体
制
が
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
を
組
織
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

七 

国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
必

要
な
財
政
基
盤
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

４ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
及
び
科
学
技
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術
・
学
術
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
認
定
を
受
け
た
大
学
（
以
下
「
国
際
卓
越
研
究

大
学
」
と
い
う
。
）
の
名
称
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
が
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一

項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
の
認
可
等
） 

第
五
条 

国
際
卓
越
研
究
大
学
の
設
置
者
は
、
当
該
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強

化
を
目
的
と
す
る
次
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
際
卓

越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
部
科
学
大

臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
の
目
標 
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二 

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業
の
内
容
、
実
施
方
法
及
び
実
施
時
期 

イ 

国
際
的
に
卓
越
し
た
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
環
境
の
整
備
充
実 

ロ 
優
秀
な
若
年
の
研
究
者
の
育
成
及
び
活
躍
の
推
進
に
資
す
る
活
動 

ハ 

国
際
的
に
卓
越
し
た
能
力
を
有
す
る
研
究
者
及
び
研
究
の
支
援
又
は
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
に
必
要
な
技
術
者
そ

の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
人
材
（
ニ
に
お
い
て
「
技
術
者
等
」
と
い
う
。
）
の
確
保 

ニ 

技
術
者
等
の
育
成
に
資
す
る
活
動 

ホ 

研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
た
め
の
環
境
の
整
備
充
実 

三 

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法 

四 

そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等

体
制
強
化
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
可
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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三 

当
該
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

４ 
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
と
と
も

に
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
及
び
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
認
可
に
係
る
国

際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
設
置
者
（
以
下
「
認
可
設
置
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
可
に
係
る

国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

８ 

認
可
設
置
者
は
、
第
一
項
の
認
可
に
係
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
計
画
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

認
可
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
可
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
機
構
の
業
務
の
特
例
） 
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第
六
条 

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
認
可
設
置
者
が
設
置
す
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
に
対
し
、
前
条
第
二
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す

る
助
成
を
行
う
こ
と
。 

二 

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

（
機
構
の
助
成
） 

第
七
条 

機
構
は
、
認
可
設
置
者
が
設
置
す
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
に
対
し
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
方
針
に
従
っ

て
、
認
可
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
助
成
（
次
条
第
一
項
に
お

い
て
「
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
助
成
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
助
成
の
実
施
に
関
す
る
方
針
） 

第
八
条 

機
構
は
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強

化
助
成
の
実
施
方
法
及
び
実
施
条
件
そ
の
他
の
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
助
成
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
関
す

る
方
針
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
実
施
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
実
施
方
針
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 
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２ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、

総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

機
構
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
実
施
方
針
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
定
期
報
告
） 

第
九
条 

認
可
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
認
可
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
文

部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
報
告
又
は
資
料
の
提
出
） 

第
十
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
認
可
計
画
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
可

設
置
者
に
対
し
、
認
可
計
画
の
実
施
状
況
に
関
し
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
認
可
計
画
の
認
可
の
取
消
し
） 

第
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
認
可
設
置
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
条
第
一
項
の
認
可
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

認
可
計
画
が
第
五
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。 
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二 

第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
な
い
で
認
可
計
画
を
変
更
し
た
と
き
。 

三 
認
可
計
画
に
従
っ
て
第
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

四 

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

五 

前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
た
と
き
。 

２ 

第
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
国
の
援
助
） 

第
十
二
条 

国
は
、
認
可
設
置
者
に
対
し
、
認
可
計
画
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
に
関
し
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
（
準
備
行
為
） 

第
二
条 
文
部
科
学
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
る
た
め
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
関
係
行
政
機
関
の
長

に
協
議
し
、
及
び
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
検
討
） 

第
三
条 

政
府
は
、
我
が
国
の
大
学
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
第
一
条
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
創
出
を
い
う
。
）
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら

す
研
究
成
果
の
活
用
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
大
学
に
つ
い
て
、
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
を
強
化
す
る

こ
と
に
加
え
、
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
を
よ
り
効
率
的
か
つ
持
続
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
大
学
の
経
営

管
理
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
教
育
及
び
研
究
に
必
要
な
資
金
、
人
材
等
の
資
源
の
確
保
及

び
配
分
そ
の
他
の
大
学
の
経
営
に
係
る
重
要
事
項
の
決
定
及
び
実
施
に
多
様
な
専
門
的
知
見
を
有
す
る
者
の
参
画
を
得
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
大
学
を
設
置
す
る
法
人
の
機
関
の
権
限
や
構
成
の
在
り
方
、
人
材
の
確
保
の
方
策
等
に
つ
い
て
検
討

を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
特
に
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
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の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
十
九
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大

学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）
の
経
営
管
理
体
制

に
係
る
改
革
を
早
急
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

第
四
条
及
び
第
十
条
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
第
五
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
八
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
第
十
二
号
」
を
「
同
項
第
十
二

号
」
に
、
「
同
条
第
五
号
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業

務
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
。 
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３ 

機
構
は
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定

す
る
国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
助
成
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実

施
方
針
に
従
っ
て
、
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
と
前
項
に
規
定
す
る
業
務
（
同
法
第
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
助
成
業
務
」
と
い
う
。
）
を
一
体
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
各
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
「
助
成
業
務
」

と
い
う
。
）
」
を
「
助
成
業
務
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
十
三
条
第
七
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
項
中
「
第
二
十
三
条
第
六
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る

業
務
」
の
下
に
「
及
び
特
別
助
成
業
務
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
十
三
条
第
六
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第

六
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
特
別
助
成
業
務
」
に
改
め
、
「
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
業
務
」
を
加
え

る
。 
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第
四
十
二
条
第
二
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
三

条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

（
文
部
科
学
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の

強
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
規
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
外
国

人
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の
委
員
に
任
命
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
人
で
あ
る
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の
委
員
は
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の
会
務
を

総
理
し
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
を
代
表
す
る
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
当
該
委
員
の
数
は
、
科
学
技
術
・
学
術
審

議
会
の
委
員
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 
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理 

由 

我
が
国
の
大
学
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
に
は
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
研

究
の
展
開
及
び
経
済
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
研
究
成
果
の
活
用
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
大
学
に
つ
い
て
研
究
及
び
研
究
成

果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
体
制
の
強
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
の

作
成
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
認
定
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
等
の
体
制
の
強
化
の
た
め
の
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画

の
認
可
、
当
該
事
業
に
関
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
に
よ
る
助
成
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

目
次 

 
○ 
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
） ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

１ 

○ 
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
） ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

７ 

○ 

文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
抄
） ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

９ 
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○ 

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
）  

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

行 
（
機
構
の
目
的
） 

第
四
条 
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
以
下
「
機

構
」
と
い
う
。
）
は
、
新
技
術
の
創
出
に
資
す
る
こ
と
と
な
る

科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
、
基
盤
的
研
究
開
発
、
新
技
術

の
企
業
化
開
発
等
の
業
務
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
寄
託
さ
れ
た
資
金
の
運
用
の
業
務
、
大

学
に
対
す
る
研
究
環
境
の
整
備
充
実
等
に
関
す
る
助
成
の
業
務

及
び
我
が
国
に
お
け
る
科
学
技
術
情
報
に
関
す
る
中
枢
的
機
関

と
し
て
の
科
学
技
術
情
報
の
流
通
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
科

学
技
術
の
振
興
の
た
め
の
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
総
合

的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
科
学
技
術
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

（
役
員
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲

げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
「
寄
託
金

運
用
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す

（
機
構
の
目
的
） 

第
四
条 

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
以
下
「
機

構
」
と
い
う
。
）
は
、
新
技
術
の
創
出
に
資
す
る
こ
と
と
な
る

科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
、
基
盤
的
研
究
開
発
、
新
技
術

の
企
業
化
開
発
等
の
業
務
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
五
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
寄
託
さ
れ
た
資
金
の
運
用
の
業
務
、
大
学
に
対

す
る
研
究
環
境
の
整
備
充
実
等
に
関
す
る
助
成
の
業
務
及
び
我

が
国
に
お
け
る
科
学
技
術
情
報
に
関
す
る
中
枢
的
機
関
と
し
て

の
科
学
技
術
情
報
の
流
通
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
科
学
技
術

の
振
興
の
た
め
の
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
総
合
的
に
行

う
こ
と
に
よ
り
、
科
学
技
術
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

 

（
役
員
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
第
二
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
業

務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
「
寄
託
金
運
用
業

務
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
助
成
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る
助
成
資
金
運
用
（
以
下
「
寄
託
金
運
用
業
務
等
」
と
い
う
。

）
を
担
当
す
る
理
事
（
以
下
「
運
用
業
務
担
当
理
事
」
と
い
う

。
）
一
人
を
置
く
。 

４ 
（
略
） 

 

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
） 

第
十
八
条 

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に

掲
げ
る
業
務
並
び
に
同
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第

五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
も
の
に
限
る
。

）
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
職
務
に
関
し

て
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
二
十
三
条 

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次

の
業
務
を
行
う
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

大
学
に
対
し
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
科
学
技
術
に
関
す
る

研
究
環
境
の
整
備
充
実
並
び
に
優
秀
な
若
年
の
研
究
者
の
育

成
及
び
活
躍
の
推
進
に
資
す
る
活
動
に
関
す
る
助
成
を
行
う

こ
と
。 

七
～
十
二 

（
略
） 

２ 

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研

究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法

資
金
運
用
（
以
下
「
寄
託
金
運
用
業
務
等
」
と
い
う
。
）
を
担

当
す
る
理
事
（
以
下
「
運
用
業
務
担
当
理
事
」
と
い
う
。
）
一

人
を
置
く
。 

４ 

（
略
） 

 

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
） 

第
十
八
条 

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
第
二
十
三
条
第
一
号
か

ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る

業
務
並
び
に
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
条
第
五
号
及

び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
職
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は

盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す

る
。 

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
二
十
三
条 

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次

の
業
務
を
行
う
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

大
学
に
対
し
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
科
学
技
術
に
関
す
る

研
究
環
境
の
整
備
充
実
並
び
に
優
秀
な
若
年
の
研
究
者
の
育

成
及
び
活
躍
の
推
進
に
資
す
る
活
動
に
関
す
る
助
成
を
行
う

こ
と
。 

七
～
十
二 

（
略
） 

（
新
設
） 
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律
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
業
務

を
行
う
。 

３ 
機
構
は
、
国
際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活

用
の
た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定
す
る

国
際
卓
越
研
究
大
学
研
究
等
体
制
強
化
助
成
の
業
務
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
方
針
に

従
っ
て
、
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
と
前
項
に
規
定
す
る

業
務
（
同
法
第
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
三
十

二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
助
成
業
務
」
と
い
う
。
）
を
一

体
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
基
金
の
設
置
等
） 

第
二
十
五
条 

機
構
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
通
則
法
第
三
十
五
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
に
お
い
て
第
二
十
三
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務
と
し
て
行
う
も
の
に

関
す
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
金
（

次
項
及
び
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
基
金
」
と
い
う
。

）
を
設
け
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
を
も

っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
助
成
勘
定
に
属
す
る
資
金
の
運
用
） 

第
二
十
七
条 

機
構
は
、
助
成
業
務
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
六

  

（
新
設
） 

        

（
基
金
の
設
置
等
） 

第
二
十
五
条 

機
構
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
通
則
法
第
三
十
五
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
に
お
い
て
第
二
十
三
条

各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創

出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務
と
し
て
行
う
も
の
に
関
す
る

事
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
金
（
次
項
及

び
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設

け
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
を
も
っ
て
こ

れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
（
略
） 

 

（
助
成
勘
定
に
属
す
る
資
金
の
運
用
） 

第
二
十
七
条 
機
構
は
、
第
二
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
（
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号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
勘
定

（
以
下
「
助
成
勘
定
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
資
金
を
運
用
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
に

よ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
区
分
経
理
） 

第
三
十
一
条 

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

文
献
に
係
る
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務

（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
文
献
情
報
提
供
業
務
」
と
い
う
。
） 

四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

機
構
は
、
助
成
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）

の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規

こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
「
助
成
業
務
」
と
い
う

。
）
に
係
る
勘
定
（
以
下
「
助
成
勘
定
」
と
い
う
。
）
に
属
す

る
資
金
を
運
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
方

法
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
区
分
経
理
） 

第
三
十
一
条 

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

文
献
に
係
る
第
二
十
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

（
以
下
「
文
献
情
報
提
供
業
務
」
と
い
う
。
） 

四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 
機
構
は
、
助
成
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）

の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
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定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額

の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
長

期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第

三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
長
期
計
画
（
同
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
長
期

目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る

業
務
及
び
特
別
助
成
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
～
６ 

（
略
） 

７ 

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
文
献
情
報
提
供
勘
定
に
お

け
る
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
三
項
中
「
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
通
則
法
第
四
十
四

条
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業

務
及
び
特
別
助
成
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
文
献
情
報
提
供
業
務

」
と
、
第
五
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
第

一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
特
別
助
成
業
務
」
と
あ
る
の

は
「
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
、
第
五
項
中
「

前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。 

９ 

（
略
） 

定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額

の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
長

期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第

三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
長
期
計
画
（
同
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
長
期

目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
二
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の

財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
～
６ 

（
略
） 

７ 

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
文
献
情
報
提
供
勘
定
に
お

け
る
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
三
項
中
「
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
通
則
法
第
四
十
四

条
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と

あ
る
の
は
「
文
献
情
報
提
供
業
務
」
と
、
第
五
項
中
「
前
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

８ 

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
第

六
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
と
、
第
五
項
中

「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

９ 

（
略
） 
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第
四
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
以
外

の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。 

三 

（
略
） 

 

第
四
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と

き
。 

三 

（
略
） 
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○ 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

行 
（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
） 

第
七
十
三
条
の
四 

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不

動
産
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す

る
た
め
に
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一
～
十
七 

（
略
） 

十
八 

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
が
国
立
研
究

開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
（
同
項

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
号
イ
又
は
第
十
号

に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る

も
の 

十
九
～
三
十
九 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
等
の
特
例
） 

第
三
百
四
十
九
条
の
三 

（
略
） 

２
～ 

19  

（
略
） 

 

20  

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
が
所
有
し
、
か
つ

、
直
接
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
第
二
十
三

条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
） 

第
七
十
三
条
の
四 

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不

動
産
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す

る
た
め
に
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一
～
十
七 

（
略
） 

十
八 

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
が
国
立
研
究

開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
号
、
第
三
号
（
同
条
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
号
イ
又
は
第
十
号
に
規
定

す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の 

 

十
九
～
三
十
九 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
等
の
特
例
） 

第
三
百
四
十
九
条
の
三 

（
略
） 

２
～ 
19  

（
略
） 

 

20  

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
が
所
有
し
、
か
つ

、
直
接
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
第
二
十
三

条
第
一
号
、
第
三
号
（
同
条
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
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る
。
）
、
第
八
号
イ
又
は
第
十
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供

す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
に
対
し
て
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
さ

れ
る
こ
と
と
な
つ
た
年
度
か
ら
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限

り
、
当
該
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
。 

 

21 

～

 

33  

（
略
） 

、
第
八
号
イ
又
は
第
十
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
家

屋
及
び
償
却
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
固
定
資
産
に
対
し
て
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ

と
と
な
つ
た
年
度
か
ら
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
当

該
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
。 

 

21 

～

 

33  

（
略
） 
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○ 

文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

行 

第
二
款 

科
学
技
術
・
学
術
審
議
会 

第
七
条 
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
国

際
卓
越
研
究
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の
た
め
の

体
制
の
強
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号

）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
こ
と
。 

２ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
の
研
究
及
び
研
究
成
果
の
活
用
の

た
め
の
体
制
の
強
化
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
外
国
人
（

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
人
で
あ
る
科
学
技
術
・
学
術

審
議
会
の
委
員
は
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の
会
務
を
総
理

し
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
を
代
表
す
る
者
と
な
る
こ
と
は

で
き
ず
、
当
該
委
員
の
数
は
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の
委

員
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会

の
組
織
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
科
学
技
術
・
学
術
審

第
二
款 

科
学
技
術
・
学
術
審
議
会 

第
七
条 

科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
規
定

に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と

。 

 

 

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

    

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
の

組
織
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
科
学
技
術
・
学
術
審
議
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議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。 
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○ 

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
三
十
号
）
（
抄
） 

（
定
義
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
」
と
は
、
科
学
的
な
発
見
又
は
発
明
、
新
商
品
又
は
新
役
務
の
開
発
そ
の
他
の
創
造
的
活
動
を
通
じ
て
新
た
な
価
値
を
生
み
出

し
、
こ
れ
を
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
社
会
の
大
き
な
変
化
を
創
出
す
る
こ
と
を
い
う
。 

第
十
二
条 
政
府
は
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
振
興
に
関
す
る

基
本
的
な
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

○ 

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
） 

（
国
立
大
学
法
人
に
係
る
改
革
に
関
す
る
検
討
） 

第
四
十
九
条 

政
府
は
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
お
い
て
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
自
主
性
、
自
律
性
そ
の
他
の
大
学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
特
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
国
立
大
学
法
人
に
係
る
改
革
に
関

し
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
の
観
点
か
ら
、
経
営
的
視
点
に
基
づ
き
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
能
力
の
向
上
、
産
学
官
連
携
の
推
進
並
び
に
若
年
者
で
あ
る
研
究

者
の
雇
用
の
安
定
及
び
研
究
開
発
等
に
係
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、
民
間
資
金
の
受
入
れ
の
拡
大
、
人
事
及
び
給
与
の
在
り
方
の
見
直
し
並
び
に
評
価
の
活
用
等
に
つ
い
て
検
討
を

行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

○ 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
抄
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
立
大
学
法
人
」
と
は
、
国
立
大
学
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。 
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